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当インフリレエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請について (5月 25日 )

千葉県における緊急事態宣言解除に伴う要請内容の変更 (概要)

口   (参 考資料)施設の使用停止要請の段階的な解除・緊急事態宣言解除に伴う要請内容の変更 (イ メージ)(PDF:
149KB)

口   5月 22日発表の措置内容からの主な変更点 (PDF:112KB)

千葉県では、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、外出の自粛要請等の措置を行つてきたところです。

令和2年5月 25日 に緊急事態宣言が解除されたことや県内の感染状況等を踏まえ、5月 26日午前0時から、タト出自粛等の協力要請

等を緩和するとともに、施設の使用停止要請を一部解除することとしました。

また、今後も、県内の感染状況や近隣都県の状況等を踏まえた上で、段階的な解除・緩和を進めます。

県民、事業者の皆さまには、弓|き続き、感染拡大防止対策に御理解・御協力をお願いします。

1 基本的な考え方

1 国の基本的対処方針に沿って、新型インフリレエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく協力要請を行う。

2徹底して「3つの密」の発生を避ける行動を取つていただくよう、県民 事業者の意識に訴えかけることを重視し、県―丸と
なつて感染拡大防止対策に取り組む。

3外 出の自粛や施設の使用制限要請等を緩相しつつ、段階的に社会経済の活動レ勺 レを引き上げていく。

4 「新しい生活様式」の定着による感染拡大の防止と社会経済活動の維持の両立を目指す。

5再度、感染の拡大が認められた場合には、速やかに感染拡大防止対策等を講じる。

6地域は千葉県全域とし、期F85は令和2年5月 26日からとする。

2 具体 的な協力要請内容

(■ )県民の皆さまヘ

・ 感染拡大を予防する「新しい生活様式の実践例」を参考に、「3つの密」の回避や、「人と人との距離の確保」「マスクの着
用」「手洗いなどの手指衛生」をはじめとした基本的な感染対策を継続してください。

・ 不要不急の帰省や旅行など、都道府県をまたぐ移動は、5月末までは、感染拡大防止の観点から避けてくださぃ。その後に
あつては、当面、都道府県をまたぐ移動、特に5月 25日の緊急事態宣言解除の際に特定警戒都道府県であった地域 (東京
都、神奈川県、埼玉県、北海道)との間の移動は、慎重に対応してください。

oこれまでクラスターが発生しているような施設へのタト出は、使用停止要請が解除されるまで
※
、避けてください。
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※ 【施設の使用停止要請の解除について】記載のとおり。

(2)事業者の皆さまヘ

・ 在宅勤務 (テレワーク)、 時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を推進するとともに、職場や店舗等に関し

て、業種別の感染拡大予防ガイ ドライン等を踏まえ、感染拡大防止のための取組を適切に行つてください。

※業種別のガイ ドラインは内閣官房のホームページ 謳園田こ掲載されています。

`食堂、レス トラン、喫茶店、居酒屋等を管理する事業者の皆さまに対し、22時以降の夜間は酒類の提供を控えていただくよ

うお願いします。 (時間制限の全面解除の時期については、近隣都県の状況等を踏まえ、今後検討します。)

【施設の使用停止要請の解除について】

施設の使用停止要請の解除の基本的な考え方は、以下のとおりとします。

1 再開にあたっては、「   再開にあたり取り組むべき感染拡大防止対策 (PDF:70KB)」 を行うとともに、業種別の感染
拡大予防ガイ ドラインが策定されている場合には、その実践など、感染防止対策を徹底してください。

2令和2年 5月 22日から、以下の表の区分Aの施設の使用停止要請を解除します。

3令相2年5月 26日から、区分Bの施設の使用停止要請を解除します。

4令 矛日2年 6月 1日から、区分Cの施設の使用停止要請を解除します。なお、解除時点において、後述する再度の協力要請等の判
断基準の「警報」に該当した場合は、解除を延期します。

5 区分Dのうち、スポーックラフ及びカラオケボックスについては、感染拡大予防カイ ドラインの実践による対策の徹底を条件
として、区分Cと同時に解除します。

6 区分Dのうち、スポーツクラフ及びカラオケボックス以外の施設については、県内の感染状況や近隣都県の状況、国の動向等
を踏まえた上で、施設の使用停止要請の解除を検討します。

A  県民の文化的・健康的な生活を維持するために必要であり、「3つの密J

の発生抑制が比較的容易な施設

B  クラスター発生歴がなく、「3つの密」の発生Jl制が比較的容易な施設

C  A、 B以外でクラスター発生歴のない施設 (発生歴のある施設に類する施

設を除く)

D  クラスター発生歴がある又は発生歴のある施設に類する高リスクな施設

く施設の種類の区分>

区分   施設の種類              例示

A  図書館 等
     号言毒酎長菫毒藻霞曇昴諄耐

皇笙二塁含笙

大学 等      大学、専修学校、各種学校 等

自動車教習所 等
  星闊置丞量肇

=量

置塾この也二4三二類
=登

豊畳菫盤

B
濠」場 等      濠」場、観覧場、映画館、演芸場 等

集会場 等
     震ξξ営ぶ こ層をFF場

、ホテル・旅館 (集会の用に

C  水族館 等     水族館、動物園、植物園

運動施設の一部   体育館、水泳場、ボウリング場 等
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遊技場       マージヤン店、パチンコ屋、ゲームセンター 等

遊興施言支等の一部
  理露曇二重曇澪F進点菫曇翼場

漫

曇

喫茶、射的場、勝

蜃認生野
・遊興施  スポ_ックラブ、カラオケボックス

D

遊興施設等の一部  EII曾尾曇|こ譜I(Y5多支栞主″7こ由は[(重
※下線部は延べ床面積の合計が1000平方メー トルを超えるものに限る。

3た ページ

(3)催物 (イベ ン ト等 )の開催 につ いて

o5月 25日 から概ね3週間程度は、全国的かつ大規模な催物等の開催については、リスクヘの対応が整わない場合は中止又は延

期するなど、慎重な対応をお願いします。開催の規模については、屋内100人かつ定員の半分以下、屋外200人以下を目安と

してください。

・ その後の催物等の開催|[対する中止又は延期要請等 |こついては、国の方針に沿って、段階的に規模要件 (人数上限)の緩和
についてお示しします。

・ 開催にあたっては、その規模に関わらず、く1>「 3つの密」が発生しない席配置や 「人と人との最E離の確保」、く2>「マス

クの着用」、く3>参加者名簿を作成して連絡先等をjE握しておくことなど催物の開催中や前後における選手・出演者や参加

者等に係る行動管理など、基本的な感染防止策を講じてください。

3 再度の協力要請等の判断基準

施設の使用停止要請を解除した後でも、下表の指標についてモニタリングを行い、複数の指標が目安に該当した場合は、クラスター

の発生や感染経路不明者の割合、入院患者数の状況等を勘果して、施設の使用停止の再要請等について総合的に判断します。

目安
指標

警報    再要請

新規感染者数 (直近7日 間平均)      5人 以上/日  10人以上/日

可[1言冒薯誓理:軍逼[9湿製|ヒ

     1を上回る  15を上回る
P魃

輝Ъ性化確認検査を除く)・
5%以上  フ%以上

警報

感染拡大を警戒すべき状況であることを広く周知します。

県民や事業者の皆様へ、

,外出自粛等、感染拡大防止についての協力要請

・ 業種別の感染拡大予防ガイ ドライン等を踏まえた対策の徹底

などを働きかけます。

再要請
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段階的に施設の使用停止要請や、外出自粛、イベントの開催自粛等を行うことについて、近隣都県の状況を勘案したうえで、総合

的に判断します。

緩和

再要請の後、「警報」の目安を下回つた場合に、近隣都県の状況を勘案したうえで、総合的に判断します。

1お知らせ

□   再開にあたり取り組むべき感染拡大防止対策 (PDF:70KB)

:関連リンク

ロ緊急事態措置電話相談窓国の設置について

口新型インフリレエンザ等対策特別措置法に基づく県民の皆さまへのお願い (5月 6日まで)

□新型インフルエンザ等緊急事態措置に関する今後の対応について (5月 5日 )

□千葉県新型コロナウイルス感染症対策本部会議

口千葉県内の滞在人口分析

ロネットカフェの体業要請に伴う代替施設として利用が可能な宿泊施設について

lよくある質問

口県政へのご意見のベージ

お問い合わせ

所属課室 :健康福祉部健康福祉政策課健康危機対策室

電話番号 :043-223-2675

フアックス番号 :043-222-9023

メールでお問い合わせ

千 葬翡謝ナ  〒260‐8667千葉市中央区市場町1-1電話番号 :043-223-2110(代 表)法 人番号 :4000020120006
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